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水道とくらし

こんにちは！！

100円で比べてみよう！！

安全・安心をご家庭に！
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日頃の生活。これっていくらなの？

水道水とミネラルウォーターなどのペットボトル水。一概に比較することはできませんが、私
たちが生きていくために欠かすことができない同じ水ということでここでは両者を少し比べて
みます。

お風呂に入ると、１回につき

３００リットル で ４５円６銭

トイレに行くと、１回につき

１０リットル で １円５２銭

洗濯をすると１回につき

１１０リットル で １６円７２銭

※１ 一般的なドラム缶は１缶２００リットルです。
※２ 別府市の１世帯１か月の基本料金で換算

ペットボトル水１本（約１L） 水道水（約８２４Ｌ）

ド ラ ム 缶

別府市の超過料金 ８～２０㎥ １５２円／㎥で換算

ペットボトル水

・お店などに買いに行く必要があります。

・保存場所の確保 が必要です

・ミネラルウォーター類の原水基準は

１８項目です

水道水

・ご家庭の蛇口をひねればすぐに使えます

・市内７か所の耐震性貯水槽で水道水を

確保しています。

・５０項目にわたる定期検査をしています

※１

※２



ご家庭の水道のしくみ

もうすぐ冬本番。寒さに備えて防寒対策を！
皆様も寒い時には、手袋・マフラーをしますよね。水道管にも防寒対策が必要です。

日陰や風当たり

の強い所は要注

意です！！！

それでも凍結したら、寒さが緩んで自然解凍するのを待ちましょう。

破裂を発見したら、二次災害を防ぐために、応急処置（タオル等を巻く、バルブを閉める）をし、
水道メーターから建物側の破裂については別府市水道局指定給水装置工事事業者に連絡してく

ださい。

見抜こう！あなたのまわりにある訪問販売

給水装置の修理などにかかる費用は

基本的に所有者等の負担になります。

個人の財産として十分な維持管理を心掛けましょう。

水道局では、連絡もなく水質検査を行ったり、浄水器のあっせんや販売は一切行っていません！

何か変だな？

と思われたら、

水道局まで

ご相談ください。
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騙り商法 点検商法 実験商法

集合住宅 一般住宅

メーター メーター

受 水 槽

区分 貯水槽水道 給水装置 配水管 給水装置

所有者及び維持管理 所有者又は使用者 水道局 所有者又は使用者

修理費の負担 所有者又は使用者 水道局 所有者又は使用者

施工者 指定給水装置工事事業者 水道局 指定給水装置工事事業者


